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子ども・子育て会議根拠法令 

 

■子ども・子育て支援法■ 

 

(市町村等における合議制の機関) 

第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の

合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理するこ

と。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第二項に規定する事項を処理する

こと。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な

事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育

て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町

村の条例で定める。 

（特定教育・保育施設の確認） 

第三十一条 第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者

（国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。

第五十八条の九第二項、第三項及び第六項、第六十五条第四号及び第五号並びに附則第七条に

おいて同じ。）及び公立大学法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条

第一項に規定する公立大学法人をいう。第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の九第二項並

びに第六十五条第三号及び第四号において同じ。）を除き、法人に限る。以下同じ。）の申請により、

次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ご

との利用定員を定めて、市町村長が行う。 

一 認定こども園 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

二 幼稚園 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

三 保育所 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第三号に掲げる

小学校就学前子どもの区分 

２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじ

め、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、

その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなけ

ればならない。 
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（特定地域型保育事業者の確認） 

第四十三条 第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申

請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所（以下「地

域型保育事業所」という。）ごとに、第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

（事業所内保育の事業を行う事業所（以下「事業所内保育事業所」という。）にあっては、その雇用する労

働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育の事業を自ら施設を設置し、又

は委託して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育の事業が、事業主団体に係

るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子ども

とし、共済組合等（児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定する共済組合等をいう。）に係るもの

にあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就

学前子どもとする。以下「労働者等の監護する小学校就学前子ども」という。）及びその他の小学校就学

前子どもごとに定める第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。）を

定めて、市町村長が行う。 

２ 市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業（特定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。）の

利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設

置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支

援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子ども・子

育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の

整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以下「教育・保育提供区域」という。）ごとの

当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（第十九条

第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）、特定地域型保育

事業所（事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。）

に係る必要利用定員総数（同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）その他の教

育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業

の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその

実施時期 

三 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する

体制の確保の内容 

四 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容 
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３ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項につ

いて定めるよう努めるものとする。 

一 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項 

二 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行わ

れる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び

技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項 

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する

施策との連携に関する事項 

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、そ

の他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなけ

ればならない。 
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■堺市子ども・子育て会議条例■ 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７７条第１項の規定に基

づき、堺市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 子ども・子育て会議は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 法第７条第１項※に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(3) 前２号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（特別委員） 

第４条 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、子ども・子育て会議に

特別委員を置くことができる。 

２ 特別委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 特別委員は、当該調査審議が終了したときに、解嘱されたものとする。 

（会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 子ども・子育て会議は、委員（議事に関係のある特別委員を含む。次項において同じ。）の過半数が

出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（関係者の出席） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、子ども・子育て会議の議事に関係のある者の出席を求め、

その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の組織及び運営について必要な事項は、市

長が定める。 

 

※子ども・子育て支援法 

第七条 この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等し

く確保されるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子

どもの保護者に対する支援をいう。 


